
 

第１章 計画策定の趣旨等 

1. 計画策定の趣旨 

 本市における自殺対策は、これまで「健やかたちかわ 21プラン第２次（第４次地域保健医療計画）」において「こころ

の健康」を柱に取組を推進してきました。 

平成 28（2016）年に自殺対策基本法が改正され、自殺の背景には、多様かつ複合的な要因があることを踏まえ、

対策を進めるにあたっては、保健、医療、福祉、教育、労働、その他の関連施策との有機的な連携を図り、総合的に

取り組むことが必要とされました。また、市町村に対し、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の

実情を勘案して、自殺対策計画を定めることが義務付けられました。 

本市におきましても、これまでの取組を発展させ、全庁的に自殺対策を推進するために、「立川市いのち支える自殺

総合対策計画」を策定しました。 

2. 計画の位置づけ 

 
3. 計画の期間  

国や東京都の計画期間に合わせ、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間を計画期間とします。 

4. 計画の数値目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 立川市における自殺の現状と特徴 

1. 自殺者数および自殺死亡率の年次推移 

全国における自殺者数は、この 10年間にわたり減少していますが、立川市の自殺者数は、各年で増減しながらほ

ぼ横ばいで推移しています。人口 10万人あたりの自殺死亡率は、平成 27（2015）年以降、立川市は全国や東京都

と比べて高くなっています（住所地に基づく統計）。 

○自殺死亡率 

平成 27（2015）年 25.7  ⇒ 令和８（2026）年までに 18.0 以下 

○自殺者数 

平成 27（2015）年 46 人 ⇒ 令和８（2026）年までに 32 人以下 

※自殺死亡率：人口 10万人あたりの自殺死亡者数 

立川市いのち支える自殺総合対策計画（概要版） 
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第３章 立川市における自殺対策の課題と方向性 

1. 立川市の自殺の課題 
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•平成26(2014)年から平成30(2018)年の５年間で183人が亡くなっており、男性が143人、
女性が40人と男性が全体の約８割を占めています。

自殺者の８割が男性

•性・年代別自殺死亡率では、男性は、80歳以上が58.9と最も高く、次いで働き世代で
ある50歳代(49.7)や30歳代(48.4)に自殺が多い傾向があります。

80歳以上の男性の自殺死亡率が第１位

•男性は、40～59歳の無職者の自殺死亡率が特に高く、他の年代でも無職者の自殺死亡
率が有職者に比べ高くなっています。

40～50歳代男性・無職者の自殺死亡率が有職者の約10倍

•「健康問題」が約４割を占め、次いで「経済・生活問題」、次いで同率で「勤務問
題」「家庭問題」の順となっています。

自殺の原因や動機で最も多いのは「健康問題」

•人口動態統計を用いた、妊娠中・産後１年未満の女性の死亡２年間で、357人のうち
102人が自殺で亡くなっています。

女性は、70歳代(16.3)、60歳代(14.6)の高齢者と30歳代の子育て世代
(13.9)の自殺死亡率が高い
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（10 万人対） 

（出典）厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
地域自殺実態プロファイル（2018） 

 



第４章 立川市における取組 

1. 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 立川市における施策 

1. 基本施策

 

   

   

【基本施策１】地域にお
けるネットワークの強化

•庁内ネットワークの強化

•関係機関との連絡強化

•特定の問題に対する連携・
ネットワーク強化

【基本施策２】自殺対策
を支える人材の育成

•ゲートキーパー養成講座の
開催

•こころの健康教育

•立川市接遇マニュアルに特
記

【基本施策３】市民への
啓発と周知

•リーフレット等の啓発グッ
ズの作成と配布

•自殺予防週間や自殺対策強
化月間（9月と3月）におけ
るキャンペーンの実施

【基本施策４】生きるこ
との促進要因への支援

•居場所づくり活動

•相談事業

•自殺未遂者への支援

•残された人への支援

【基本施策５】児童・生
徒のSOSの出し方に関する

教育の推進

•児童・生徒のSOSの出し方
教育の実施

•教職員への研修

•児童・生徒が悩みや不安を
相談でき、支援する体制の
構築

基本方針（１）生きるための包括的な支援 

（２）関連施策との有機的な連携を強化 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）実践と啓発を両輪とした推進 

（５）関係者の役割を明確化し、その連携・協働を推進 

基本理念 

「誰も自殺に追い込まれることのない立川市の実現」 

施策 

生きる支援の関連施策 

生きる支援に関連する立川市の既存事業を総動員できるようにまとめたもの 

重 点 施 策

立川市において支援が優先されるべき対象者と

自殺のリスク要因に絞った取組 

基 

本 

施 

策 

（１）地域におけるネットワークの強化 

（２）自殺対策を支える人材の育成 

（３）市民への啓発と周知 

（４）生きることの促進要因への支援 

（５）児童・生徒の SOSの出し方に関する教育の推進 

地域で自殺対策を推進する上で欠かす

ことのできない基盤的な取組 

➃
妊
産
婦
へ
の
支
援 

③
無
職
者
・
失
業
者
へ
の
支
援 

➁
生
活
困
窮
者
へ
の
支
援 

①
高
齢
者
へ
の
支
援 
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2. 重点施策 

  

   

3. 生きる支援の関連施策（１０７事業） 

 

第６章 自殺対策の推進体制等 

 この計画を推進するための体制として、立川市いのち支える自殺総合対策推進本部に加え、立川市いのち支える自殺総

合対策連絡協議会を設置する。 

【重点施策１】

高齢者への支援

•高齢者向けの支援に関する啓発の推進

•支援者の「気づき」の力を高める取組
（ゲートキーパー養成講座の実施や受講の
推奨等）

•高齢者が生きがいと役割を実感できる地域
づくりの推進（地域における高齢者向け
「居場所活動」の推進）

•高齢者自身や高齢者を支援する家族等への
支援の提供

【重点施策２】

生活困窮者への支援

•生活困窮に陥った人への「生きることの包
括的な支援」の強化

•支援につながっていない人を早期に支援へ
とつなぐための取組

•様々な分野の関係機関が連携・協議する基
盤の整備

【重点施策３】

無職者・失業者への支援

•失業等に関する相談支援の充実

•若者の社会的自立・職業的自立へ向けた支
援体制の強化

【重点施策４】

妊産婦への支援

•支援の「気づき」の力を高める取組

•支援につながっていない人を早期に支援へ
とつなぐための取組

•気軽に相談ができるような環境づくりや支
援の充実

•市政情報コーナー運営事務 ・ビジネス支援ライブラリー事業

•子育て支援啓発事業 ・総合福祉センター管理運営

•図書館事業管理運営 他 （全２６事業）

（１）包括的な生きる支援の情報（相談先一覧等）を幅広く届けていく

•カウンセリング相談事業 ・職員研修

•ファミリーフレンド事業 ・安否確認専用ダイヤル設置事業

•障害者総合支援法関連事業 他 （全２５事業）

（２）気づきのための人材育成（ゲートキーパー研修）を様々な分野で推奨する

•カウンセリング相談事業 ・消費生活相談事業

•子ども・若者自立支援ネットワーク事業・生活困窮者自立支援事業

•地域見守りネットワーク事業 他 （全４８事業）

（３）生きることの包括的な支援を実施・継続する

•男女平等参画と人権の意識づくり ・子ども家庭相談事業

•青少年問題協議会運営 ・在宅医療・介護連携推進事業

•母子保健関連事業 他 （全８事業）

（４）さまざまな機会を利用して自殺対策への理解を深める
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